
い
わ

て
の

市
町

村
の

第
三

セ
ク

タ
ー

の
状

況
(令

和
５
年

３
月

3
1
日

現
在

）
（
第

三
セ

ク
タ

ー
等

の
状

況
に

関
す

る
調

査
（
令

和
５
年

度
）
の

概
要

）

Ⅰ
．
は
じ
め
に
（
Ｐ
１
）

Ⅱ
．
第
三
セ
ク
タ
ー
の
状
況
の
ポ
イ
ン
ト
（Ｐ
２
～
３
）

Ⅲ
．
設
立
状
況

１
．
第
三
セ
ク
タ
ー
の
数
（Ｐ
４
）

２
．
第
三
セ
ク
タ
ー
の
業
務
分
類

（
Ｐ
５
）

３
．
第
三
セ
ク
タ
ー
に
対
す
る
市
町
村
等
の
出
資
額
の
状
況
（Ｐ
６
）

Ⅳ
．
経
営
状
況

１
．
経
常
損
益
の
状
況
（Ｐ
７
～
８
）

２
．
債
務
超
過
の
状
況
（Ｐ
９
）

３
．
市
町
村
に
よ
る
財
政
支
援
の
状
況

（
１
）
補
助
金
交
付
額
（Ｐ

10
）

（
２
）
市
町
村
か
ら
の
借
入
金
残
高
（Ｐ

11
）

（
３
）
損
失
補
償
契
約
に
係
る
債
務
残
高
（Ｐ

12
）

ふ
る

さ
と

振
興

部
市

町
村

課
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Ⅰ
.

は
じ

め
に

調
査
の
目
的

こ
の
調
査
は
、
市
町
村
及
び
市
町
村
が
過
半
を
出
資
す
る
団
体
（以

下
「市

町
村
等
」と
い
う
。
）が

出
資
（「
出
え
ん
」を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
し
て
い
る
下
記
の
調
査
対
象
法
人

に
つ
い
て
、
そ
の
出
資
、
経
営
等
の
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
（令

和
元
年
度
以
降
、
隔
年
度
実
施
。
）

調
査
対
象
法
人

(1
)
本
調
査
に
お
い
て
は
、
「第

三
セ
ク
タ
ー
」と
し
て
、
次
の
法
人
を
調
査
対
象
と
し
て
い
ま
す
。

①
会
社
法
の
規
定
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
て
い
る
株
式
会
社
、
合
名
会
社
、
合
資
会
社
、
合
同
会
社
又
は
特
例
有
限
会
社
（以

下
「
会
社
法
法
人
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
市
町

村
等
が
出
資
を
行
っ
て
い
る
法
人

②
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
等
の
規
定
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
た
公
益
社
団
（財

団
）法

人
及
び
一
般
社
団
（
財
団
）
法
人
（以

下
「
社
団
法
人
等
」

と
い
う
。
）の

う
ち
、
市
町
村
等
が
出
資
を
行
っ
て
い
る
法
人

(2
)

(1
)に
該
当
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
以
下
の
法
人
は
対
象
と
し
て
い
ま
せ
ん
。

①
県
の
出
資
額
が
最
も
多
い
法
人

②
事
業
活
動
の
範
囲
が
全
国
的
な
法
人
又
は
全
国
規
模
で
設
立
さ
れ
て
い
る
法
人

③
銀
行
等
金
融
機
関
又
は
広
域
的
に
事
業
を
行
う
電
力
会
社
若
し
く
は
ガ
ス
会
社

(3
)
「Ⅳ

．
経
営
状
況
」に
つ
い
て
は
、
（1
）の

う
ち
次
の
法
人
を
調
査
対
象
と
し
て
い
ま
す
。

①
市
町
村
等
の
出
資
割
合
が

25
％
以
上
の
会
社
法
法
人
及
び
社
団
法
人
等
（複

数
の
市
町
村
等
の
出
資
割
合
の
合
計
が

25
％
以
上
の
法
人
も
含
む
。
）

②
出
資
割
合
が

25
％
未
満
で
あ
る
も
の
の
財
政
的
援
助
（補

助
金
、
貸
付
金
及
び
損
失
補
償
）を
受
け
て
い
る
会
社
法
法
人
及
び
社
団
法
人
等

※
「第

三
セ
ク
タ
ー
等
の
状
況
に
関
す
る
調
査
」は

、
総
務
省
の
照
会
に
基
づ
き
実
施
し
て
お
り
、
第
三
セ
ク
タ
ー
の
ほ
か
、
土
地
開
発
公
社
が
調
査
対
象
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、

土
地
開
発
公
社
に
つ
い
て
は
、
別
途
「い
わ
て
の
市
町
村
土
地
開
発
公
社
の
状
況
」に
取
り
ま
と
め
て
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
し
て
い
ま
す
。

調
査
時
点

令
和
５
年
３
月

31
日
現
在

【
参

考
】

出
資

法
人

に
対

す
る

チ
ェ

ッ
ク

制
度

1
地

方
公

共
団

体
の

首
長

に
よ

る
チ

ェ
ッ

ク
（
対
象
：
出
資
割
合
5
0
％
以
上
の
法
人
）

地
方
自
治
法
第
2
2
1
条
第
3
項
（
同
法
施
行
令
第
1
5
2条
）
に
よ
り
、
地
方
公
共
団
体
の
首
長
は
、
出
資
割
合
が
5
0％
以
上
の
法
人
に
対
し
て
、
収
入
及
び
支
出
の
実
績
若
し
く
は
見
込
み
に
つ
い
て

報
告
を
徴
し
、
予
算
の
執
行
状
況
を
調
査
し
、
又
は
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

2
議

会
に

よ
る

チ
ェ

ッ
ク
（
対
象
：
出
資
割
合
5
0
％
以
上
の
法
人
）

地
方
自
治
法
第
2
4
3
条
の
3
第
2
項
（
同
法
施
行
令
第
17
3条
）
に
よ
り
、
地
方
公
共
団
体
の
首
長
は
、
出
資
割
合
が
50
％
以
上
の
法
人
に
対
し
て
、
毎
事
業
年
度
、
経
営
状
況
を
説
明
す
る
書
類
を

作
成
し
、
議
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

3
地

方
公

共
団

体
の

監
査

委
員

に
よ

る
チ

ェ
ッ

ク
（
対
象
：
出
資
割
合
2
5
％
以
上
の
法
人
、
及
び
出
資
割
合
が
2
5
%
未
満
で
あ
る
も
の
の
財
政
的
援
助
を
行
っ
て
い
る
法
人
）

地
方
自
治
法
第
1
9
9
条
第
7
項
（
同
法
施
行
令
第
1
4
0条
の
7）
に
よ
り
、
監
査
委
員
は
、
出
資
割
合
が
25
％
以
上
の
法
人
、
及
び
出
資
割
合
が
2
5%
未
満
で
あ
る
も
の
の
市
町
村
か
ら
の
財
政
的
援
助

を
受
け
て
い
る
法
人
に
対
し
て
、
補
助
金
等
の
財
政
的
援
助
に
係
る
も
の
の
監
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

1
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Ⅱ
.

第
三

セ
ク

タ
ー

の
状

況
の

ポ
イ

ン
ト

１
第
三
セ
ク
タ
ー
の
数

→
Ｐ
４
～
５

・
市
町
村
等
が
出
資
し
て
い
る
第
三
セ
ク
タ
ー
の
総
数
は

15
6法

人
で
、
前
回
調
査
と
比
較
し
て
１
減
と
な
り
ま
し
た
（
２
増
３
減
）
。

う
ち
監
査
委
員
に
よ
る
監
査
対
象
と
な
る
法
人
（
※
）は

12
2法

人
で
全
体
の

78
.2
％
を
占
め
、
前
回
調
査
と
比
較
し
て
２
法
人
増
加
（
５
増
３
減
）し

て
い
ま
す
。

※
「
監
査
委
員
に
よ
る
監
査
対
象
と
な
る
法
人
」
：
市
町
村
が

2
5
%
以
上
出
資
し
て
い
る
法
人
、
及
び
出
資
金
額
が

2
5
%
未
満
で
あ
る
が
市
町
村
が
財
政
的
援
助
を
行
っ
て
い
る
法
人
。

２
出
資
額
の
状
況
（全

法
人
）
→

Ｐ
６

・
第
三
セ
ク
タ
ー
に
対
す
る
出
資
総
額
は

16
9億

54
百
万
円
で
、
前
回
調
査
に
比
べ
て
４
億

57
百
万
円
減
少
し
、
こ
の
う
ち
市
町
村
等
の
出
資
額
は

84
億

52
百
万
円
で
、
前
回
調
査
に
比
べ
て

73
百
万
円
減
少
し
ま
し
た
。

・
市
町
村
等
の
出
資
割
合
は

49
.9
％
と
前
回
調
査
に
比
べ
て

0.
9ポ
イ
ン
ト
増
加
し
ま
し
た
。

2

・
県
内
市
町
村
の
第
三
セ
ク
タ
ー
（
令
和
５
年
３
月

31
日
現
在
）の

経
営
状
況
を
み
る
と
、
全
体
の
経
常
損
益
は
前
回
調
査
に
引
き
続
き
、
黒
字
を
確

保
し
て
い
る
も
の
の
、
経
常
損
益
が
悪
化
し
た
法
人
数
が
改
善
し
た
法
人
数
を
上
回
り
、
経
常
利
益
総
額
は
減
少
し
ま
し
た
。

・
個
別
の
損
益
動
向
で
は
、
引
き
続
き
多
額
の
経
常
赤
字
を
計
上
し
た
り
、
市
町
村
か
ら
多
額
の
補
助
を
受
け
る
な
ど
、
依
然
と
し
て
厳
し
い
状
況
が

続
い
て
い
る
法
人
も
見
ら
れ
ま
す
。

・
こ
の
た
め
、
各
市
町
村
に
お
い
て
は
、
第
三
セ
ク
タ
ー
の
経
営
状
況
、
財
政
的
リ
ス
ク
等
の
的
確
な
把
握
と
経
営
悪
化
を
防
ぐ
た
め
の
必
要
な
関
与

を
行
う
と
と
も
に
、
地
域
活
性
化
等
に
資
す
る
有
意
義
な
活
用
の
両
立
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
り
ま
す
。
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Ⅱ
.

第
三

セ
ク

タ
ー

の
状

況
の

ポ
イ

ン
ト

３
経
常
損
益
の
状
況
（
25
％
以
上
出
資
等
法
人
等
）
→

Ｐ
７
～
８

・
黒
字
は

67
法
人
（全

体
の

55
.4
％
）、
赤
字
は

54
法
人
（全

体
の

44
.6
％
）で
、
前
回
調
査
に
比
べ
て
黒
字
が
８
法
人
減
少
、
赤
字
が
９
法
人
増
加
と

な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
全
体
の
経
常
損
益
額
は
６
億

28
百
万
円
の
黒
字
と
な
り
、
前
回
調
査
の
９
億

32
百
万
円
の
黒
字
に
比
べ
て
黒
字
幅
は
縮
小
し
ま
し
た
。

・
個
別
の
損
益
動
向
を
み
る
と
、
損
益
が
改
善
し
た
法
人
が

49
法
人
に
対
し
、
悪
化
し
た
法
人
が

67
法
人
と
な
っ
て
お
り
、
一
部
法
人
に
お
い
て
は
、

引
き
続
き
多
額
の
経
常
赤
字
を
計
上
す
る
な
ど
、
依
然
と
し
て
厳
し
い
状
況
が
続
い
て
い
ま
す
。

４
債
務
超
過
の
状
況

→
Ｐ
９

・
負
債
が
資
産
を
上
回
る
、
い
わ
ゆ
る
「債

務
超
過
」の

状
態
に
あ
る
の
は

11
法
人
（全

体
の

9.
1％

）で
、
前
回
調
査
に
比
べ
て
２
法
人
増
加
し
ま
し

た
（３
増
１
減
）。

ま
た
、
債
務
超
過
額
は
９
億
３
百
万
円
と
前
回
調
査
に
比
べ
て
１
億

74
百
万
円
増
加
し
ま
し
た
。

５
市
町
村
に
よ
る
財
政
支
援
の
状
況

→
P

1
0
～

12
・
市
町
村
か
ら
補
助
金
を
交
付
さ
れ
て
い
る
第
三
セ
ク
タ
ー
は

72
法
人
（全

体
の

59
.5
％
）で
、
交
付
額
は

11
億

53
百
万
円
と
前
回
調
査
に
比
べ
て

４
億

67
百
万
円
減
少
し
ま
し
た
。

・
市
町
村
か
ら
の
借
入
金
残
高
を
有
す
る
第
三
セ
ク
タ
ー
は
５
法
人
（全

体
の

4.
1％

）で
、
そ
の
額
は
４
億

98
百
万
円
と
前
回
調
査
に
比
べ
て

１
億

13
百
万
円
減
少
し
ま
し
た
。

・
市
町
村
の
損
失
補
償
契
約
に
係
る
債
務
残
高
を
有
す
る
法
人
は
６
法
人
（全

体
の

5.
0％

）で
、
債
務
残
高
は
６
億

79
百
万
円
と
前
回
調
査
に
比
べ

て
１
億

59
百
万
円
減
少
し
ま
し
た
。

3
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Ⅲ
.

設
立

状
況

１
．
第
三
セ
ク
タ
ー
の
数

・
市
町
村
等
が
出
資
し
て
い
る
第
三
セ
ク
タ
ー
は
、
令
和
５
年
３
月

31
日
時
点
で

15
6法

人
（3

1市
町
村
）で
、
前
回
調
査
と
比
較
し
て
１
減
と
な
り
ま
し

た
（２
増
３
減
）。

ま
た
、

15
6法

人
の
う
ち
、
監
査
委
員
に
よ
る
監
査
対
象
と
な
る
法
人
（
※
）は

12
2法

人
（全

体
の

78
.2
％
）で
、
前
回
調
査
に
比
べ
て
２
法
人
増
加

（５
増
３
減
）し
て
い
ま
す
。

※
【監

査
対
象
と
な
る
法
人
の
内
訳
】

25
％
以
上
出
資
法
人
：1

16
法
人
（２
増
３
減
）

25
％
未
満
出
資
法
人
で
あ
る
も
の
の
財
政
的
援
助
を
受
け
て
い
る
法
人
：６
法
人
（３
増
０
減
）

出
資

割
合

別
法

人
数

令
和

３
～

４
年

度
中

の
設

立
法

人
、
解

散
法

人
等

の
状

況

【出
資

割
合

区
分

別
第

三
セ

ク
タ

ー
の

数
】

4

【
御
注
意
く
だ
さ
い
】

本
項
「
第
三
セ
ク
タ
ー
の
数
」
は
、
全
法
人
（
1
5
6
法
人
）
を
対
象
と
し
て
作
成
し
て
い
ま
す
。

●

5
0
％
以
上

3
8
法
人

(2
4
.4

%
)

●

2
5
％
以
上

5
0
%
未
満

５
法
人

(3
.2

%
)

●

2
5
％
未
満

１
法
人

(0
.6

%
)

●

2
5
％
未
満

3
9
法
人

(2
5
.0

%
)

●
2
5
％
以
上

5
0
%
未
満

2
1
法
人

(1
3
.5

%
)

●

5
0
％
以
上

5
2
法
人

(3
3
.3

%
)会
社
法
法
人

1
1
2
法
人

(7
1
.8

%
)

社
団
法
人
等

4
4
法
人

(2
8
.2

%
)

法
人

区
分

出
資

割
合

R
4

R
2

増
減

5
0
％

以
上

3
8

3
8

0
25

％
以

上
～

50
％

未
満

5
5

0
2
5
％

未
満

1
1

0
計

4
4

4
4

0
5
0
％

以
上

5
2

5
2

0
25

％
以

上
～

50
％

未
満

2
1

2
2

▲
 1

2
5
％

未
満

3
9

3
9

0
計

1
1
2

1
1
3

▲
 1

5
0
％

以
上

9
0

9
0

0
25

％
以

上
～

50
％

未
満

2
6

2
7

▲
 1

2
5
％

未
満

4
0

4
0

0
計

1
5
6

1
5
7

▲
 1

社
団

法
人

等

会
社

法
法

人

合
計

設
立

・新
規

報
告

解
散

・統
合

出
資

引
揚

計
1

1
0

計
1

2
0

合
計

2
3

0

北
上

市
機

械
化

農
業

公
社

（
北

上
市

）

久
慈

市
畜

産
開

発
公

社

（
久

慈
市

）

吉
本

・
オ

ガ
ー

ル
地

方
創

生
ア

カ

デ
ミ

ー
（
紫

波
町

）

エ
ス

テ
ッ

ク
（
西

和
賀

町
）

ナ
イ

ン
ズ

フ
ァ

ー
ム

（
九

戸
村

）

社
団

法
人

等

会
社

法
法

人
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Ⅲ
.

設
立

状
況

２
．
第
三
セ
ク
タ
ー
の
業
務
分
類

・
第
三
セ
ク
タ
ー
を
業
務
分
野
で
み
る
と
、
「農

林
水
産
関
係
」が

最
も
多
く
、
次
い
で
「観

光
・レ
ジ
ャ
ー
関
係
」、
「商

工
関
係
」、
「教

育
・文

化
関
係
」

の
順
に
な
っ
て
い
ま
す
。

・
「観

光
・レ
ジ
ャ
ー
関
係
」分

野
で
は
会
社
法
法
人
が
、
「教

育
・文

化
関
係
」分

野
で
は
社
団
法
人
等
が
多
く
を
占
め
て
い
ま
す
。

【業
務

分
類

別
法

人
数

】

業
務

分
類

別
法

人
数

一
覧

【
業
務
分
類
中
「
そ
の
他
」に
つ
い
て
】

「
そ
の
他
」
に
は
他
に
含
ま
れ
な
い
法
人
が
分
類
さ
れ
て
い
ま
す
。
以
下
は
そ
の
一
例
で
す
。

・
公
共
施
設
等
の
管
理
を
行
う
法
人

5
【
御
注
意
く
だ
さ
い
】

本
項
「
第
三
セ
ク
タ
ー
の
業
務
分
類
」
は
、
全
法
人
（
1
5
6
法
人
）
を
対
象
と
し
て
作
成
し
て
い
ま
す
。

●

農
林
水
産
関
係

3
7
法
人

(2
3
.7

%
)

●

観
光
・
レ
ジ
ャ
ー
関
係

3
6
法
人

(2
3
.1

%
)

●

商
工
関
係

2
1
法
人

(1
3
.5

%
)

●

教
育
・
文
化
関
係

1
7
法
人

(1
0
.9

%
)●

地
域
・

都
市
開
発
関
係

1
2
法
人

(7
.7

%
)

第
三
セ
ク
タ
ー

1
5
6
法
人

●

運
輸
・
道
路
関
係

7
法
人

(4
.5

%
)

●

社
会
福
祉
・
保
健
医
療
関
係

６
法
人

(3
.8

%
)

25
％

以
上

25
％

未
満

25
％

以
上

25
％

未
満

25
％

以
上

25
％

未
満

計

農
林

水
産

関
係

1
0

0
2
0

7
3
0

7
3
7

3
8

▲
 1

観
光

・
レ

ジ
ャ

ー
関

係
2

0
2
5

9
2
7

9
3
6

3
7

▲
 1

商
工

関
係

6
1

9
5

1
5

6
2
1

2
1

0

教
育

・
文

化
関

係
1
4

0
1

2
1
5

2
1
7

1
7

0

地
域

・
都

市
開

発
関

係
0

0
8

4
8

4
1
2

1
2

0

運
輸

・
道

路
関

係
1

0
3

3
4

3
7

7
0

社
会

福
祉

・
保

健
医

療
関

係
4

0
2

0
6

0
6

6
0

情
報

処
理

関
係

2
0

1
0

3
0

3
4

▲
 1

住
宅

・
都

市
サ

ー
ビ

ス
関

係
0

0
0

2
0

2
2

2
0

国
際

交
流

関
係

2
0

0
0

2
0

2
2

0

生
活

衛
生

関
係

0
0

1
0

1
0

1
1

0

そ
の

他
2

0
3

7
5

7
1
2

1
0

2

計
4
3

1
7
3

3
9

1
1
6

4
0

1
5
6

1
5
7

▲
 1

増
減

R
2

業
務

分
類

社
団

法
人

等
会

社
法

法
人

合
計
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Ⅲ
.

設
立

状
況

３
．
第
三
セ
ク
タ
ー
に
対
す
る
市
町
村
等
の
出
資
額
の
状
況

・
第
三
セ
ク
タ
ー
に
対
す
る
出
資
総
額
は

16
9億

54
百
万
円
と
前
回
調
査
に
比
べ
て
４
億

57
百
万
円
減
少
し
、
こ
の
う
ち
市
町
村
等
の
出
資
額
は

84
億

52
百
万
円
と
前
回
調
査
に
比
べ
て

73
百
万
円
減
少
し
ま
し
た
。

・
出
資
割
合
で
は

49
.9
％
と
前
回
調
査
に
比
べ
て

0.
9
ポ
イ
ン
ト
増
加
し
、
社
団
法
人
等
の
う
ち

55
.7
％
、
そ
の
他
（民

間
等
）の

う
ち

47
.7
％
を
占
め

て
い
ま
す
。

【
市
町
村
の
出
資
割
合
に
つ
い
て
】

一
般
的
に
、
市
町
村
の
出
資
割
合
が
高
い
ほ
ど
、
そ
の
法
人
に
対
す
る
市
町
村
の
関
与
の
度
合
い
が

強
く
な
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

【
御
注
意
く
だ
さ
い
】

本
項
「
第
三
セ
ク
タ
ー
に
対
す
る
市
町
村
等
の
出
資
額
の
状
況
」
は
、
全
法
人
（
1
5
6
法
人
）を
対
象
と
し
て
作
成
し
て
い
ま
す
。

6

単
位

：
百

万
円

第
三

セ
ク

タ
ー

に
対

す
る

出
資

額
の

状
況

【区
分

別
出

資
額

の
状

況
】

会
社
法
法
人

1
2
,3

5
8
万
円

社
団
法
人
等

4
,5

9
6
百
万
円

市
町
村
出
資
等

2
,5

6
1
百
万
円

(5
5
.7

%
)

そ
の
他
（
民
間
等
）

2
,0

3
5
百
万
円

(4
4
.3

%
)

●

●

●

●

市
町
村
出
資
等

5
,8

9
1
百
万
円

(4
7
.7

%
)

そ
の
他
（
民
間
等
）

6
,4

6
7
百
万
円

(5
2
.3

%
)

う
ち

市
町

村
等

出
資

額
　
B

社
団

法
人

等
4
,5

9
6

2
,5

6
1

5
5
.7

%
4
4

会
社

法
法

人
1
2
,3

5
8

5
,8

9
1

4
7
.7

%
1
1
2

計
1
6
,9

5
4

8
,4

5
2

4
9
.9

%
1
5
6

R
2

1
7
,4

1
1

8
,5

2
5

4
9
.0

%
1
5
7

増
減

▲
 4

5
7

▲
 7

3
0
.9

p
t

▲
 1

法
人

数
　
C

（
単

位
：
法

人
）

2
,0

3
5

6
,4

6
7

8
,5

0
2

8
,8

8
6

▲
 3

8
4

市
町

村
等

出
資

割
合

　
B
/
A

区
分

出
資

総
額

　
A

う
ち

そ
の

他
（
民

間
等

）
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Ⅳ
.

経
営

状
況

１
．
経
常
損
益
の
状
況
（
2
5
％
以
上
出
資
等
法
人
等
）

・
市
町
村
等
が
出
資
す
る
第
三
セ
ク
タ
ー
の
う
ち
、
黒
字
は

67
法
人
（5

5.
4％

）、
赤
字
は

54
法
人
（4

4.
6％

）で
、
前
回
調
査
に
比
べ
て
黒
字
が
８
法
人

減
少
し
、
赤
字
が
９
法
人
増
加
し
ま
し
た
。

・
黒
字
額
の
総
額
は

11
億

88
百
万
円
、
赤
字
額
の
総
額
は
５
億

60
百
万
円
で
、
差
引
６
億

28
百
万
円
の
黒
字
と
な
り
、
前
回
調
査
の
差
引
９
億

32
百

万
円
の
黒
字
に
比
べ
て
全
体
と
し
て
の
黒
字
幅
は
縮
小
し
ま
し
た
。

・
個
別
の
損
益
動
向
を
み
る
と
、
「損

益
が
改
善
し
た
法
人
数
：
49
法
人
」に
対
し
て
「悪

化
し
た
法
人
数
：
67
法
人
」と
、
前
回
調
査
に
比
べ
て
損
益
が

改
善
し
た
法
人
数
が
減
少
し
、
悪
化
し
た
法
人
数
が
増
加
し
て
お
り
、
一
部
法
人
に
お
い
て
は
、
引
き
続
き
多
額
の
経
常
赤
字
を
計
上
す
る
な
ど
、

依
然
と
し
て
厳
し
い
状
況
が
続
い
て
い
ま
す
。

7

経
常

損
益

の
状

況
単

位
：
百

万
円

【法
人

区
分

別
経

常
損

益
の

状
況

】

経
常

損
益

の
改

善
・悪

化
状

況

●

社
団
法
人
等

2
3
法
人

(1
9
.0

%
)

●

会
社
法
法
人

4
4
法
人

(3
6
.4

%
)

社
団
法
人
等

2
0
法
人

(1
6
.5

%
)

●

●

会
社
法
法
人

3
4
法
人

(2
8
.1

%
)

黒
字

6
7
法
人

(5
5
.4

%
)

赤
字

5
4
法
人

(4
4
.6

%
)

法
人

数
割

合
経

常
損

益
法

人
数

割
合

経
常

損
益

社
団

法
人

等
2
3

1
9
.0

%
2
0
5

3
0

2
5
.0

%
2
8
7

会
社

法
法

人
4
4

3
6
.4

%
9
8
3

4
5

3
7
.5

%
1
,0

8
4

小
計

6
7

5
5
.4

%
1
,1

8
8

7
5

6
2
.5

%
1
,3

7
1

社
団

法
人

等
2
0

1
6
.5

%
▲

 1
7
9

1
3

1
0
.8

%
▲

 7
4

会
社

法
法

人
3
4

2
8
.1

%
▲

 3
8
1

3
2

2
6
.7

%
▲

 3
6
5

小
計

5
4

4
4
.6

%
▲

 5
6
0

4
5

3
7
.5

%
▲

 4
3
9

1
2
1

1
0
0
.0

%
6
2
8

1
2
0

1
0
0
.0

%
9
3
2

黒
字

赤
字

合
計

R
2

法
人

区
分

R
4

黒
字

転
換

1
5
法

人
⇒

改
善

1
5

－
黒

字
幅

拡
大

1
9
法

人
⇒

改
善

1
9

－
黒

字
幅

縮
小

3
0
法

人
⇒

－
悪

化
3
0

昨
年

度
デ

ー
タ

な
し

3
法

人
⇒

－
－

赤
字

転
落

2
3
法

人
⇒

－
悪

化
2
3

赤
字

幅
拡

大
1
4
法

人
⇒

－
悪

化
1
4

赤
字

幅
縮

小
1
5
法

人
⇒

改
善

1
5

－
昨

年
度

デ
ー

タ
な

し
2
法

人
⇒

－
－

計
1
2
1
法

人
1
2
1
法

人
改

善
4
9

悪
化

6
7

6
7
法

人
黒

字
法

人

5
4
法

人
赤

字
法

人

※
も
り
お
か
パ
ー
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（
盛
岡
市
）
は
Ｒ
４
年
度
に
運
営
方
法
の
変
更
が
あ
っ
た
た
め
、
今
年
度
調
査
デ
ー
タ
な
し
。

※
割
合
は
も
り
お
か
パ
ー
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
除
く
対
象
法
人
（
1
21
法
人
）に
対
す
る
も
の
。
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Ⅳ
.

経
営

状
況

経
常
損
益
額
の
上
位
法
人
（
2
5
％
以
上
出
資
等
法
人
等
）

【
解
説
】
総
資
本
経
常
利
益
率
と
は
？

総
資
本
経
常
利
益
率
は
、
そ
の
法
人
が
総
資
本
（
＝
総
資
産
）を
使
っ
て

経
営
活
動
を
行
っ
た
結
果
、
ど
れ
だ
け
の
経
常
利
益
を
上
げ
た
か
を
示
す
、

企
業
会
計
に
お
け
る
収
益
性
分
析
の
代
表
的
な
指
標
で
す
。

株
式
投
資
に
関
心
の
あ
る
方
で
あ
れ
ば
、
「
R

O
A
（
R

e
tu

rn
 O

n
 A

ss
e
ts
）」

と
い
う
表
現
で
耳
に
し
た
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
（
た
だ
し
、

R
O

A
で

は
経
常
利
益
で
は
な
く
当
期
純
利
益
を
用
い
る
こ
と
が
一
般
的
な
よ
う
で

す
。
）

計
算
式
：
経
常
利
益
÷
総
資
本
×

1
00
（%
）

簡
単
な
数
字
を
用
い
て
例
を
示
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

・
1
0
0
万
円
の
元
手
か
ら

1
0
万
円
の
利
益
を
上
げ
れ
ば
「
10

%」
・
1
0
0
万
円
の
元
手
か
ら

1
万
円
の
利
益
を
上
げ
れ
ば
「1

%」
こ
の
よ
う
に
、
数
字
が
大
き
い
ほ
ど
「良

い
」と
さ
れ
る
指
標
で
す
が
、
業
種

や
企
業
規
模
に
よ
っ
て
そ
の
平
均
的
な
値
は
異
な
る
こ
と
か
ら
、
業
種
も
規

模
も
異
な
る
左
記
表
中
の
法
人
を
比
較
し
て
、
「
ど
ち
ら
が
よ
い
」
と
単
純
に

論
じ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

【
解
説
】
経
常
収
益
経
常
利
益
率
と
は
？

企
業
会
計
に
お
け
る
収
益
性
分
析
で
よ
く
用
い
ら
れ
る
指
標
の
一
つ
に

「
売
上
高
経
常
利
益
率
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
当
期
の
売
上

高
に
対
し
て
ど
れ
だ
け
の
経
常
利
益
を
上
げ
た
か
と
い
う
、
そ
の
企
業
の
総

合
的
な
収
益
力
を
示
す
指
標
で
す
。

第
三
セ
ク
タ
ー
に
は
、
企
業
会
計
が
適
用
さ
れ
る
株
式
会
社
や
特
例
有
限

会
社
の
ほ
か
、
「
売
上
高
」
と
い
う
考
え
方
が
適
さ
な
い
財
団
法
人
や
社
団

法
人
も
多
数
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
本
公
表
資
料
で
は
便
宜
的
に
「経

常
収

益
」
の
値
を
用
い
て
い
ま
す
。

計
算
式
：
経
常
利
益
÷
経
常
収
益
×

1
00

(%
)

簡
単
な
数
字
を
用
い
て
例
を
示
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

・
1
0
0
万
円
の
売
上
（経

常
収
益
）
か
ら
経
費
等
を
差
し
引
い
た
利
益
が

1
0
万
円
な
ら
「
1
0
%」

・
1
0
0
万
円
の
売
上
（経

常
収
益
）
か
ら
経
費
等
を
差
し
引
い
た
利
益
が

1
万
円
な
ら
「
1
%
」

こ
の
よ
う
に
、
数
字
が
大
き
い
ほ
ど
「良

い
」と
さ
れ
る
指
標
で
す
が
、
総
資

本
経
常
利
益
率
と
同
様
、
業
種
や
企
業
規
模
に
よ
っ
て
そ
の
平
均
的
な
値

は
異
な
る
こ
と
か
ら
、
業
種
も
規
模
も
異
な
る
左
記
表
中
の
法
人
を
比
較
し

て
、
「
ど
ち
ら
が
よ
い
」
と
単
純
に
論
じ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

経
常

黒
字

額
の

多
い

上
位

1
0
法

人

経
常

赤
字

額
の

多
い

上
位

1
0
法

人

単
位

：
千

円

単
位

：
千

円

8

法
人

名
（
主

な
出

資
団

体
）

法
人

分
類

出
資

割
合

黒
字

額

1
湯

田
牛

乳
公

社
（
西

和
賀

町
）

株
式

会
社

3
7
.6

%
2
2
4
,8

7
5

7
.5

%
6
.1

%

2
カ

ダ
ル

エ
ス

テ
ー

ト
（
二

戸
市

）
株

式
会

社
1
0
0
.0

%
2
1
8
,9

8
5

2
4
.9

%
8
9
.2

%

3
胆

江
農

業
管

理
セ

ン
タ

ー
（
奥

州
市

）
一

般
社

団
法

人
3
6
.9

%
1
2
7
,7

1
3

7
.1

%
1
3
.8

%

4
盛

岡
地

域
交

流
セ

ン
タ

ー
（
盛

岡
市

）
株

式
会

社
5
0
.0

%
1
2
5
,6

0
4

2
.5

%
1
5
.6

%

5
岩

泉
ホ

ー
ル

デ
ィ

ン
グ

ス
（
岩

泉
町

）
株

式
会

社
9
1
.6

%
5
8
,3

2
3

3
.3

%
2
.9

%

6
北

上
ケ

ー
ブ

ル
テ

レ
ビ

（
北

上
市

）
株

式
会

社
2
7
.5

%
3
8
,2

3
2

6
.4

%
9
.7

%

7
遠

野
ふ

る
さ

と
商

社
（
遠

野
市

）
株

式
会

社
4
6
.9

%
3
8
,1

3
8

2
2
.2

%
7
.4

%

8
陸

中
た

の
は

た
（
田

野
畑

村
）

株
式

会
社

8
5
.2

%
2
6
,4

1
7

5
8
.3

%
6
.3

%

9
北

上
オ

フ
ィ

ス
プ

ラ
ザ

（
北

上
市

）
株

式
会

社
3
9
.1

%
2
4
,3

8
5

1
.5

%
1
1
.8

%

1
0

青
の

国
ふ

だ
い

（
普

代
村

）
株

式
会

社
8
0
.0

%
2
2
,9

6
7

3
3
.2

%
2
0
.1

%

総
資

本
経

常
利

益
率

経
常

収
益

経
常

利
益

率

法
人

名
（
主

な
出

資
団

体
）

法
人

分
類

出
資

割
合

赤
字

額

1
ひ

め
か

ゆ
（
奥

州
市

）
株

式
会

社
2
8
.1

%
▲

 4
7
,1

6
2

▲
 1

9
.1

%
▲

 2
4
.9

%

2
盛

岡
市

ス
ポ

ー
ツ

協
会

（
盛

岡
市

）
公

益
財

団
法

人
5
7
.3

%
▲

 3
4
,6

5
8

▲
 1

4
.7

%
▲

 5
.1

%

3
西

和
賀

産
業

公
社

（
西

和
賀

町
）

株
式

会
社

5
1
.4

%
▲

 2
7
,3

0
7

▲
 2

3
.6

%
▲

 8
.0

%

4
奥

中
山

高
原

農
協

乳
業

（
一

戸
町

）
株

式
会

社
9
4
.4

%
▲

 2
6
,7

0
7

▲
 7

.1
%

▲
 1

.0
%

5
岩

手
町

ふ
る

さ
と

振
興

公
社

（
岩

手
町

）
株

式
会

社
9
0
.0

%
▲

 2
5
,7

8
0

▲
 2

7
.2

%
▲

 9
.4

%

6
奥

中
山

高
原

（
一

戸
町

）
株

式
会

社
9
9
.7

%
▲

 2
5
,7

6
3

▲
 9

2
.8

%
▲

 9
.1

%

7
北

上
都

心
開

発
（
北

上
市

）
株

式
会

社
1
7
.5

%
▲

 2
2
,4

7
4

▲
 0

.8
%

▲
 2

.7
%

8
ラ

・
フ

ラ
ン

ス
温

泉
（
紫

波
町

）
株

式
会

社
8
5
.7

%
▲

 2
1
,1

8
7

▲
 3

9
.6

%
▲

 7
.3

%

9
久

慈
広

域
食

肉
処

理
場

（
久

慈
市

）
一

般
社

団
法

人
4
1
.0

%
▲

 2
0
,1

8
2

▲
 3

.7
%

▲
 1

3
.0

%

1
0

遠
野

（
遠

野
市

）
株

式
会

社
5
0
.0

%
▲

 1
8
,1

3
3

▲
 7

.6
%

▲
 6

.4
%

総
資

本
経

常
利

益
率

経
常

収
益

経
常

利
益

率
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Ⅳ
.

経
営

状
況

２
．
債
務
超
過
の
状
況
（
2
5
％
以
上
出
資
等
法
人
等
）

・
市
町
村
等
が
出
資
す
る
第
三
セ
ク
タ
ー
の
う
ち
、

11
0
法
人
（全

体
の

90
.9
％
）は

資
産
が
負
債
を
上
回
り
ま
し
た
が
、

11
法
人
（全

体
の

9.
1
％
）
は

負
債
が
資
産
を
上
回
る
、
い
わ
ゆ
る
「債

務
超
過
」の

状
態
に
な
り
ま
し
た
。

・
債
務
超
過
法
人
数
は
、
前
回
調
査
と
比
べ
て
２
法
人
の
増
加
（３
増
１
減
）と
な
り
、
各
法
人
の
債
務
超
過
額
の
合
計
は
９
億
３
百
万
円
と
前
回
調
査

に
比
べ
１
億

74
百
万
円
増
加
し
ま
し
た
。

純
資

産
又

は
正

味
財

産
（債

務
超

過
）の

状
況

（
※

「
金

額
」欄

の
▲

が
債

務
超

過
額

）

【
債
務
超
過
】
だ
と
何
が
問
題
？

会
社
は
債
務
超
過
に
な
る
と
「
直
ち
に
経

営
が
立
ち
行
か
な
く
な
る
」
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

し
か
し
な
が
ら
、
債
務
超
過
の
状
態
に
あ

る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
会
社
を
解
散
し
た
と

き
、
会
社
が
持
っ
て
い
る
全
て
の
資
産
を
処

分
し
て
も
、
借
金
や
買
掛
金
な
ど
の
負
債
を

返
済
し
き
れ
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

よ
っ
て
、
一
般
的
に
債
務
超
過
会
社
と
の

取
引
は
敬
遠
さ
れ
る
傾
向
に
あ
り
、
取
引
を

行
う
場
合
で
も
「
掛
け
」
取
引
は
敬
遠
さ
れ
る

傾
向
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
金
融
機
関
に
と
っ
て
も
融
資
金
の

回
収
が
懸
念
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
融
資
を
断

る
、
担
保
や
保
証
人
を
要
求
す
る
と
い
っ
た

影
響
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

さ
ら
に
、
出
資
者
に
と
っ
て
も
株
式
が
無
価

値
と
な
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。

こ
う
し
て
、
債
務
超
過
の
会
社
で
は
資
金

繰
り
が
苦
し
く
な
り
、
経
営
悪
化
に
拍
車
が

か
か
る
悪
循
環
が
生
じ
や
す
い
、
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。

9

単
位

：
百

万
円

債
務

超
過

法
人

一
覧

（
全

1
1
法

人
）

単
位

：
千

円

2
5
％

以
上

出
資

等
法

人
数

法
人

数
金

額
法

人
数

金
額

4
3

4
0

3
3
.1

%
7
,4

7
6

3
2
.5

%
▲

 1
0
0

7
8

7
0

5
7
.9

%
1
4
,2

3
2

8
6
.6

%
▲

 8
0
3

1
2
1

1
1
0

9
0
.9

%
2
1
,7

0
8

1
1

9
.1

%
▲

 9
0
3

1
2
0

1
1
1

9
2
.5

%
2
1
,3

3
9

9
7
.5

%
▲

 7
2
9

1
▲

 1
▲

 1
.6

pt
3
6
9

2
1
.6

pt
1
7
4

負
債

が
資

産
を

上
回

っ
て

い
る

（
債

務
超

過
）
法

人
資

産
が

負
債

を
上

回
っ

て
い

る
法

人

割
合

割
合

法
人

区
分

社
団

法
人

等

合
計

会
社

法
法

人

増
減

R
2

※
も
り
お
か
パ
ー
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（
盛
岡
市
）
は
Ｒ
４
年
度
に
運
営
方
法
の
変
更
が
あ
っ
た
た
め
、
今
年
度
調
査
デ
ー
タ
な
し
。

※
割
合
は
も
り
お
か
パ
ー
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
除
く
対
象
法
人
（
1
21
法
人
）に
対
す
る
も
の
。

R
4

R
2

1
株

式
会

社
8
5
.2

%
▲

 5
7
9
,4

7
3

▲
 6

0
9
,0

3
0

2
6
,4

1
7

2
株

式
会

社
9
9
.7

%
▲

 9
7
,1

2
2

▲
 4

4
,7

9
0

▲
 2

5
,7

6
3

3
株

式
会

社
8
5
.7

%
▲

 9
0
,9

0
4

▲
 7

,8
1
3

▲
 2

1
,1

8
7

4
一

般
社

団
法

人
8
5
.2

%
▲

 5
7
,5

3
8

▲
 2

2
,7

6
9

▲
 1

4
,2

9
0

5
一

般
社

団
法

人
9
6
.7

%
▲

 2
7
,6

3
6

▲
 8

,1
0
9

▲
 1

4
,4

6
8

6
一

般
社

団
法

人
9
1
.7

%
▲

 1
4
,6

7
2

▲
 6

,1
0
8

8
,2

5
1

7
株

式
会

社
5
0
.5

%
▲

 9
,9

5
6

7
,0

3
3

▲
 1

5
,4

6
9

8
株

式
会

社
3
3
.9

%
▲

 9
,2

9
0

▲
 6

,1
0
5

▲
 2

,9
7
2

9
西

和
賀

産
業

公
社

（
西

和
賀

町
）

株
式

会
社

5
1
.4

%
▲

 7
,8

8
3

3
8
,7

7
5

▲
 2

7
,3

0
7

1
0

株
式

会
社

9
0
.0

%
▲

 5
,4

3
0

▲
 7

,6
1
2

2
,3

0
9

1
1

地
熱

染
色

研
究

所
（
八

幡
平

市
）

株
式

会
社

3
0
.0

%
▲

 3
,0

2
3

1
,4

9
4

▲
 2

,5
6
7

▲
 2

9
,5

5
7

8
,5

6
4

1
9
,5

2
7

債
務

超
過

額
の

増
減

（
参

考
）

当
期

純
利

益

4
6
,6

5
8

大
野

ふ
る

さ
と

公
社

（
洋

野
町

）

陸
中

た
の

は
た

（
田

野
畑

村
）

法
人

名
（
主

な
出

資
団

体
）

奥
中

山
高

原
（
一

戸
町

）

4
,5

1
7

5
2
,3

3
2

釜
石

港
物

流
振

興
（
釜

石
市

）

陸
前

高
田

地
域

振
興

（
陸

前
高

田
市

）

カ
ダ

ル
ミ

ラ
イ

（
二

戸
市

）
1
6
,9

8
9

3
,1

8
5

3
4
,7

6
9

▲
 2

,1
8
2

8
3
,0

9
1

ラ
・
フ

ラ
ン

ス
温

泉
（
紫

波
町

）

田
野

畑
村

産
業

開
発

公
社

（
田

野
畑

村
）

出
資

割
合

純
資

産
又

は
正

味
財

産

（債
務

超
過

）の
額

法
人

分
類

遠
野

ふ
る

さ
と

公
社

（
遠

野
市

）
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Ⅳ
.

経
営

状
況

３
．
市
町
村
に
よ
る
財
政
支
援
の
状
況
（
2
5
％
以
上
出
資
等
法
人
等
）

・
第
三
セ
ク
タ
ー
の
う
ち
、
市
町
村
か
ら
補
助
金
が
交
付
さ
れ
て
い
る
第
三
セ
ク
タ
ー
は

72
法
人
（全

体
の

59
.5
％
）で
、
前
回
調
査
と
比
べ
て
５
法
人
増

加
し
、
交
付
額
は

11
億

53
百
万
円
と
、
前
回
調
査
に
比
べ
て
４
億

67
百
万
円
減
少
し
ま
し
た
。

・
ま
た
、
補
助
金
の
う
ち
、
人
件
費
や
維
持
管
理
費
等
の
運
営
費
の
補
助
を
目
的
と
し
た
補
助
金
が
交
付
さ
れ
て
い
る
第
三
セ
ク
タ
ー
は

31
法
人
（全

体
の

25
.6
％
）で
、
交
付
額
は
６
億

60
百
万
円
と
、
前
回
調
査
に
比
べ

11
百
万
円
増
加
し
ま
し
た
。

【法
人

区
分

別
補

助
金

交
付

の
状

況
】

市
町

村
か

ら
の

補
助

金
交

付
額

の
多

い
上

位
1
0
法

人

1
0

単
位

：
百

万
円

（
１
）
補
助
金
交
付
額

市
町

村
か

ら
の

補
助

金
交

付
の

状
況

単
位

：
千

円

●

●

●

●

社
団
法
人
等

2
8
法
人

(2
3
.1

%
)

会
社
法
法
人

4
4
法
人

(3
6
.4

%
)

社
団
法
人
等

1
5
法
人

(1
2
.4

%
)

会
社
法
法
人

3
4
法
人

(2
8
.1

%
)

交
付
あ
り

7
2
法
人

(5
9
.5

%
)

交
付
な
し

4
9
法
人

(4
0
.5

%
)

R
4

R
2

1
公

益
財

団
法

人
1
0
0
.0

%
1
0
0
,9

1
2

9
4
,7

6
6

▲
 1

8
,0

8
5

2
大

野
ふ

る
さ

と
公

社
（
洋

野
町

）
一

般
社

団
法

人
9
1
.7

%
6
2
,0

9
2

9
1
,9

8
2

8
,2

5
1

3
盛

岡
市

ス
ポ

ー
ツ

協
会

（
盛

岡
市

）
公

益
財

団
法

人
5
7
.3

%
5
8
,8

9
3

3
5
,7

6
1

▲
 3

4
,6

5
8

4
株

式
会

社
2
.0

%
5
7
,3

6
6

4
4
,3

6
6

2
,6

3
7

5
公

益
財

団
法

人
7
5
.5

%
5
2
,9

8
2

3
4
,4

7
1

2
,5

4
4

6
公

益
財

団
法

人
8
7
.1

%
5
2
,9

6
8

4
2
,9

5
6

▲
 4

,9
1
3

7
株

式
会

社
8
5
.7

%
4
9
,2

5
5

1
2
,5

2
2

▲
 2

1
,1

8
7

8
一

般
社

団
法

人
8
8
.7

%
4
8
,8

6
9

3
0
,4

8
5

1
,7

2
1

9
公

益
財

団
法

人
7
0
.0

%
4
8
,7

0
4

5
8
,5

0
2

▲
 4

,3
0
5

1
0

一
般

社
団

法
人

7
6
.0

%
4
8
,6

9
8

5
3
,1

0
1

▲
 7

,5
0
1

法
人

名
（
主

な
出

資
団

体
）

出
資

割
合

補
助

金
交

付
額

盛
岡

観
光

コ
ン

ベ
ン

シ
ョ
ン

協
会

（
盛

岡
市

）

釜
石

・
大

槌
地

域
産

業
育

成
セ

ン
タ

ー
（
釜

石
市

）

ラ
・
フ

ラ
ン

ス
温

泉
（
紫

波
町

）

遠
野

市
畜

産
振

興
公

社
（
遠

野
市

）

葛
巻

町
畜

産
開

発
公

社
（
葛

巻
町

）

法
人

分
類

（
参

考
）

経
常

損
益

増
減

盛
岡

市
文

化
振

興
事

業
団

（
盛

岡
市

）
6
,1

4
6

2
3
,1

3
2

▲
 4

,4
0
3

岩
手

県
南

技
術

研
究

セ
ン

タ
ー

（
一

関
市

）

水
沢

ク
ロ

ス
開

発
（
奥

州
市

）
1
3
,0

0
0

▲
 2

9
,8

9
0

3
6
,7

3
3

1
0
,0

1
2

▲
 9

,7
9
8

1
8
,3

8
4

1
8
,5

1
1

2
5
％

以
上

出
資

等
法

人
数

法
人

数
金

額
法

人
数

金
額

4
3

2
8

2
3
.1

%
7
0
0

1
5

1
2
.4

%
4
0
3

7
8
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ク
マ
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ジ
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（
盛
岡
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）
は
Ｒ
４
年
度
に
運
営
方
法
の
変
更
が
あ
っ
た
た
め
、
今
年
度
調
査
デ
ー
タ
な
し
。

※
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も
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パ
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ク
マ
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除
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法
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す
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Ⅳ
.

経
営

状
況

・
第
三
セ
ク
タ
ー
の
う
ち
、
市
町
村
か
ら
の
借
入
金
残
高
を
有
す
る
法
人
は
５
法
人
（全

体
の

4.
1％

）で
、
前
回
調
査
と
同
数
（２
増
２
減
）で
し
た
。

・
市
町
村
か
ら
の
借
入
金
残
高
は
４
億

98
百
万
円
と
前
回
調
査
に
比
べ
て
１
億

13
百
万
円
減
少
し
ま
し
た
。

市
町

村
か

ら
の

借
入

金
残

高
の

状
況

市
町

村
か

ら
の

借
入

金
残

高
を

有
す

る
法

人
（
全

５
法

人
）

【
市
町
村
が
第
三
セ
ク
タ
ー
に
貸
付
け
を
行
う
こ
と
は
何
が
問
題
？
】

市
町
村
が
第
三
セ
ク
タ
ー
に
対
し
て
貸
付
け
を
行
っ
て
い
る
際
に
、
万
が
一
そ
の
第
三

セ
ク
タ
ー
が
経
営
破
た
ん
す
る
と
、
貸
付
金
の
回
収
に
懸
念
が
生
じ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

も
し
、
多
額
の
貸
付
金
が
回
収
不
能
に
な
る
と
い
う
事
態
に
陥
る
と
、
そ
の
市
町
村
の
財

政
運
営
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
か
ね
な
い
こ
と
か
ら
、
市
町
村
か
ら
の
借
入
金
が
あ
る

第
三
セ
ク
タ
ー
の
経
営
状
況
は
注
視
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
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の
変
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た
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年
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す
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も
の
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Ⅳ
.

経
営

状
況

・
市
町
村
の
損
失
補
償
契
約
に
係
る
債
務
を
有
す
る
第
三
セ
ク
タ
ー
は
６
法
人
（全

体
の

5.
0％

）で
、
前
回
調
査
と
同
数
（０
増
０
減
）で
し
た
。

・
債
務
残
高
は
６
億

79
百
万
円
と
前
回
調
査
に
比
べ
て
１
億

59
百
万
円
減
少
し
ま
し
た
。

【
市
町
村
が
損
失
補
償
を
し
て
い
る
債
務
残
高
が
あ
る
こ
と
は
何
が
問
題
？
】

市
町
村
に
お
け
る
「
損
失
補
償
」
と
は
、
資
金
の
貸
し
手
（
債
権
者
）
と
市
町
村
と
の
二
者
間

で
締
結
さ
れ
る
契
約
で
、
第
三
セ
ク
タ
ー
が
借
入
金
を
返
済
で
き
な
く
な
る
な
ど
の
事
態
が
生

じ
て
債
権
者
に
損
失
が
生
じ
た
場
合
に
そ
の
損
失
を
補
償
す
る
、
と
い
う
も
の
で
す
。

「
損
失
補
償
契
約
に
係
る
債
務
残
高
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
第
三
セ
ク
タ
ー
が
経
営

破
た
ん
し
債
務
の
返
済
が
不
可
能
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
損
失
補
償
を
し
た
市
町
村
が
そ
の

損
失
（
返
済
が
不
可
能
に
な
っ
た
分
）を
肩
代
わ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

損
失
補
償
契
約
は
、
市
町
村
の
財
政
運
営
に
負
担
を
生
じ
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

損
失
補
償
契
約
に
係
る
債
務
残
高
を
有
す
る
第
三
セ
ク
タ
ー
の
経
営
状
況
は
注
視
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
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の
変
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が
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た
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、

今
年
度
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デ
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